
生駒市条例第１３号 

生駒市再開発住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２５年３月２９日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市再開発住宅条例の一部を改正する条例 

 生駒市再開発住宅条例（平成６年７月生駒市条例第１９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条第３項中「第６条第１号から第４号まで」を「第６条（第１項第５号を

除く｡)」に、「第６条第２号ア」を「第６条第１項第２号ア」に、「令第６条第

５項第１号に規定する金額」を「２１４，０００円」に、「令第６条第５項第３

号に規定する金額」を「１５８，０００円」に改める。 

 第２２条第１項の表中「入居者が身体障害者である場合その他の公営住宅法施

行令（昭和２６年政令第２４０号。以下「令」という｡)第６条第４項」を「市営

住宅条例第６条第１項第２号ア」に、「入居者が身体障害者である場合その他の

令第６条第４項」を「市営住宅条例第６条第１項第２号ア」に改め、同条第２項

中「令」を「公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 


